【R7.12.2改定】

排水設備指定工事店指定申請（新規・更新）必要書類一覧
●　□下水道排水設備指定工事店指定申請書（新規・更新）（第５号様式）
●　□申請者、その代表者及び役員が、瀬戸市下水道条例第６条の２第１項第４号アからエまでの
いずれにも該当しない者であることを誓約する書類（第６号様式）※１
□［法人の場合］法人の登記事項証明書
□［法人の場合］定款の写し･･･原本証明が必要です。
□［個人事業主の場合］申請者の住民票
□［営業所が本社と異なる場合］営業所の事業証明書※２
●　□営業所の付近見取図（第７号様式）
□営業所の写真（外観、事務風景など）
●　□責任技術者名簿（第８号様式）
　　□責任技術者の愛知県排水設備工事責任技術者証の写し
□責任技術者の所属会社との雇用関係が確認できる公的文書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料（いずれも写し）
　（公的文書の例：健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険通知書など）

●　□機械器具調書（工事の施工に必要な機械器具を有していることを証する書類）（第９号様式）
　　□機械器具調書に記載した機械・器具の写真（機械器具調書と整合したものを個々に撮影）
□手数料領収証書の写し（手数料納付後のもの）
□必要書類一覧（この書類の□にチェックを入れ、申請書類と合わせて提出）
※１ 瀬戸市下水道条例第６条の２第１項第４号
　　　　ア　精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
　　　　イ　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
　　　　ウ　条例の規定により指定工事店の指定を取り消され、その取り消しの日から２年を経過していない者
　　　　エ　その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の理由がある者
※２ 営業所のある市町村の役所、役場で取得してください。
●印の書類は瀬戸市下水道課のＨＰでダウンロードできます。
